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総括 

■ 機能種別 

主たる機能種別「一般病院２」及び副機能種別「緩和ケア病院」を適用して審
査を実施した。 

 

■ 認定の種別 

書面審査および 12月 7日～12月 8日に実施した訪問審査の結果、以下のとお
りとなりました。 

機能種別  一般病院２         認定 
機能種別  緩和ケア病院（副）     認定 
 

 

■ 改善要望事項 

・機能種別 一般病院２ 

  該当する項目はありません。 

 

・機能種別 緩和ケア病院（副） 

  該当する項目はありません。 

 

 
 

１．病院の特色 

貴院は、結核病床、人工透析、小児病床、緩和ケア病床などを有する両磐保健医

療圏における広域基幹病院である。地域の急性期医療を担い、地域完結型医療供給

体制の中核的役割を果たしている。長い歴史と変遷の中で、規模の拡大や機能の充

実が図られ、救急指定病院の告示を受け、さらには、地域周産期母子センター・地

域災害拠点病院・地域がん診療連携拠点病院・地域医療支援病院等、多くの機能指

定を受けるなど、地域医療には欠かせない存在となるに至っている。また、基幹型

の臨床研修病院としても著しい活動成果が認められ、多くの医療人育成に貢献して

いる。 

今回の病院機能評価は認定更新のための受審であり、今回は新たに副機能として

緩和ケア機能の領域が加わったことにより、審査の対象範囲が広められたが、病院

全体での組織的取り組みが顕著に認められ、日頃の医療活動の充実ぶりも十分に確

認できた。今後は、現状の優れた活動の上に、さらなる改善活動と課題解決に向け

た病院運営の促進に努め、一層の高いレベルの機能の達成に期待したい。 

 

２．理念達成に向けた組織運営 

理念・基本方針は明文化され、病院の内外への周知が図られている。バランスス

コアカード（BSC）の運用を進める中で、病院長および各幹部職員はビジョンと戦

略、運営上の課題や具体的な行動計画を明確に病院運営に取り組み、リーダーシッ
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プを発揮している。病院全体のコミュニケーションを重視した組織運営が行われる

など、就労意欲の向上にも努めている。病院組織図と職務分掌は整備され、必要な

会議・委員会等も適切に行われている。病院運営の意思決定は管理会議で行われ、

院内情報は会議や委員会・文書・院内 LAN・掲示等、多くのルートを通じて伝達さ

れている。重点事項および事業運営方針が示され、BSC運用を中心にした計画的な

組織運営が定着している。 

情報の管理・活用の方針は明確であり、電子カルテシステムを中心に情報管理シ

ステムは整備され、適切に管理・活用されている。文書管理の規程が整備され、管

理部署や文書作成から保存・廃棄に至る管理も一元的に実施されている。 

法定の配置基準や施設基準に定められた人員は充足されているが、貴院の目指す

水準の機能や役割を果たすためには、医師をはじめ看護師・リハビリテ―ション要

員・臨床工学技士等の確保が望まれる。人事・労務管理の体制は整備されている

が、一部職種の年間平均総労働時間や年次有給休暇の取得率には課題が認められ、

状況の的確な把握と対応策の検討を望みたい。衛生委員会活動を中心に、職員の労

働安全衛生管理が実施されており、職員への精神的サポートおよび院内暴力対策も

適切に講じられている。人事評価や BSC運用過程で職員の意見・要望が把握されて

おり、職員満足度調査も実施されている。また、就業支援策や自己啓発支援策、福

利厚生施策の充実等、魅力ある職場づくりが進められている。 

職員に対する教育・研修プログラムは質・量ともに豊富に計画され、職員育成の

視点から全体として適切に行われているが、患者の権利に関する研修については、

実施に向けての早急な検討を望みたい。県立病院全体に導入されている人事考課制

度が定着し、翌員の能力評価と能力開発に活用されており、専門性の高い職員の育

成にも積極的に取り組んでいる。職員の能力評価・能力開発への取り組みは適切で

ある。 

 

３．患者中心の医療 

患者の権利は適切な内容で明文化され、院内掲示や入院案内・病院ホームページ

などにより、患者・家族、職員への周知が図られているが、職員に対しては全職員

に対する研修の実施など、より周知徹底に努めることを望みたい。説明と同意に関

する方針と手順は明文化されており、インフォームド・コンセントへの看護師立ち

合いを原則としている。患者・家族への情報提供には診療計画書やクリニカルパス

が用いられ、説明には DVDや図解等を交え平易な言葉で理解を促す努力と工夫が行

われている。また、診療・ケアを実施していくうえで、患者・家族の理解と協力の

必要性を説明し、医療への患者参加を促している。 

患者・家族からの相談窓口として医療福祉相談室が設置され、多様な相談に対応

している。相談受付方法等については、入院案内や院内掲示等により周知が図ら

れ、相談支援に関わる取り組みの評価や検証も行われている。個人情報保護に関す

る方針が定められ、患者・家族および職員に対する周知が図られている。診療情報

管理ルールも明確にされ、物理的・技術的保護の徹底に努めている。 
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臨床における倫理的課題を病院として検討する仕組みは整備されているが、倫理

委員会以外の検討組織である倫理部会の役割と機能、主要な倫理的課題に対する病

院としての考え方の確立等、幾つかの課題が認められるので、着実な検討を望みた

い。臨床現場において出現した倫理的課題に対しては、医療福祉相談室が中心にな

って対応し、必要に応じて多職種カンファレンスで検討されている。現場で解決困

難な課題に対する仕組みは整備されており、日常的には病棟倫理カンファレンスや

看護師長の実践的指導等により、誠実な対応に努めている。 

病院へのアクセスは確保され、生活延長上の設備やサービスも適切に整備されて

いる。また、入院中の情報入手や通信手段等も確保され、患者本位の入院生活への

配慮も十分に行き届いている。 

病院建物の施設・設備はバリアフリーで整備され、障害者用駐車スペースの確

保、車椅子などの配置、必要に応じて病院職員やボランティアによる介助支援等も

行われており、身体に障害を有する利用者にとって利用しやすい施設・設備となっ

ている。外来・病棟ともに診療・ケアに必要なスペースが確保され、空調や照明、

プライバシー確保への配慮は適切であり、快適な療養環境が維持されている。ま

た、トイレや浴室も必要数が確保され、利便性・清潔性・安全性のいずれもが適切

に保たれている。 

敷地内禁煙を病院の方針として、禁煙ポスターやステッカーの掲示、入院案内な

どにより周知徹底に努めている。貴院は地域がん診療拠点病院であることもあり、

引き続き受動喫煙防止対策の強力な推進に期待したい。 

 

４．医療の質 

患者・家族からの意見等については、日常の相談対応例・投書・退院時アンケー

ト・満足度調査等により収集されている。投書等については、必要に応じて病院長

回覧や対応策の検討が行われており、それぞれ業務やサービスの改善に活用されて

いる。フィードバックの方法として投書に対しては、回答の院内掲示を行ってい

る。 

医療の質向上に向けては、キャンサーボードミーティングやデスカンファレン

ス、CPC、症例検討会等が頻回に開催されている。専門学会の診療ガイドラインに

基づいて診療科別診療指針およびマニュアルが作成されており、各種臨床評価指標

についても分析結果の院内周知が図られている。また、クリニカルパスの導入と活

用により、医療の標準化と効率化に積極的に取り組んでいる。部門横断的な改善課

題に対しては、多職種・多部門から構成されている各委員会や各専門チームが主体

となって取り組んでおり、病院機能評価受審に対しても、推進組織を中心に病院全

体での取り組む姿が確認されたので、今後も体系的・継続的活動として定着するこ

とを期待したい。 

新たな診療・治療方法や技術の導入に取り組む姿勢は積極的であり、病院として

組織的なバックアップが行われている。導入に際しては、各診療科が主体的に関係

委員会等の検討、必要があれば倫理委員会の審議を経る等の手続きに基づいて取り
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組んでいるが、病院長や副院長の決定プロセスへの関与のあり方については検討を

望みたい。 

各病棟のスタッフステーション前に病棟の診療責任者・看護責任者・薬剤師・管

理栄養士等の氏名が明示されており、患者ベッドネームにも主治医および担当看護

師が明記されている。診療科長および病棟看護師長はそれぞれの診療・ケアの任務

を的確に果たしており、責任体制は明確である。診療記録は適切に記載されてお

り、量的監査と質的監査が実施されている。また、退院時サマリーも迅速に作成さ

れており、質的監査結果も的確に活用されている。看護記録についても、記載基準

に則って記載され、形式監査と質的監査が実施されている。多職種からなる専門チ

ームが編成されており、専門性を発揮して支援に取り組むなど、日常の診療・ケア

の場面において積極的な関与が行われており、効果を上げている。 

 

５．医療安全 

医療安全に関する組織体制は整備されており、医療安全管理委員会やセーフティ

マネジメント部会、医療安全管理室や医療安全管理専門員等の役割と権限は明確に

なっている。また、医療安全に関するマニュアルは整備され、適宜改訂されてい

る。インシデント・アクシデント報告は報告システムを用いて速やかに収集されて

いる。収集された報告は、直ちに要因分析や再発防止策の検討が行われ、内容に応

じて改善策等が適宜実施されている。委員会や部会の議事録等は全職員に対する周

知対策が講じられ、外部から収集された安全管理情報についても、院内 LAN等を通

じて提供されている。 

患者・部位・検体などの誤認防止対策については、病院として定めた手順や方法

等に従って実践されている。指示出しから実施までの手順は確実に行われており、

記録も的確に記載されており、やむをえず口頭指示を行う場合の手順も適切に実施

されている。また、検査結果等の報告も確実に行われており、情報伝達エラー防止

対策は総じて適切である。 

電子カルテシステムにより薬剤の誤処方、重複投与、相互作用アレルギー等のリ

スク回避が行われ、抗がん剤のレジメン管理・登録も適切に行われている。ハイリ

スク薬の病院としての指定や麻薬の保管・管理も確実・安全に実施されている。 

入院時に全患者に対して転倒・転落のリスク評価を行い、リスクのレベルに対応

した対策に取り組んでいる。転倒・転落対策はマニュアルやフローチャート等に則

って実施され、セーフティマネジメント部会員による院内ラウンドも行われ、助

言・指導や対策の実施状況の評価が行われている。 

医療機器は基本的には中央管理されているが、使用頻度の高い部署等で一部定数

管理が行われている。各種医療機器マニュアルは整備され、始業時点検や装着中の

観察や確認が的確に実施されており、医療機器使用職員に対する教育・研修も臨床

工学技士や呼吸ケアチームにより行われている。院内緊急コードは設定され、職員

に対する教育・訓練が実施されている。また、救急カートは統一仕様で整備され、

日々の点検が行われており、BLS訓練や ICLS・ACLS研修も実施されている。 
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６．医療関連感染制御 

医療関連感染制御に関する組織体制は整備され、マニュアル類も適切に整備され

ている。感染管理室メンバー構成は充実しており、院内全ての部署を指導・統括す

る権限が付与されている。ICTの活動は積極的であり、研修参加率向上のための工

夫も行われている。把握された院内分離菌や薬剤耐性菌は委員会に報告され、電子

カルテ掲示板機能等により院内に情報提供が行われている。また、病院の内外の医

療関連感染情報も収集され、院内周知が図られている。医療関連感染に関わるサー

ベイランスも活用されており、対象範囲の拡大が予定されているので、今後に期待

したい。なお、アウトブレイク発生時の対応はマニュアルに則って適切に行われて

いる。 

感染予防対策マニュアルが整備されており、院内各部署において標準予防策を中

心に感染経路別予防策など種々の予防策が実践されている。手指衛生の徹底への取

り組みや ICTリンクナースの定期的な環境ラウンドをはじめとする活動が効果的に

活用されている。 

抗菌薬適正使用ガイドラインが整備され、特定の抗菌薬については届出制が採用

されている。また、院内における抗菌薬使用量は把握され、院内感染予防対策委員

会により管理されており、長期投与例などに対しては感染管理室による主治医指導

が行われている。なお、抗菌薬の採用・削除については ICTで検討した後、薬事委

員会で決定されている。 

 

７．地域への情報発信と連携 

病院の診療内容をはじめ、医療サービスや診療実績等に関する情報は、広報誌・

病院ホームページ・関係者連絡会議報告資料等により、多角的・多面的に提供され

ており、広報の内容や手段・方法等については、広報・ホームページ委員会におい

て検討が行われている。地域の医療機能および医療ニーズの把握は、施設訪問活動

や連絡会議等を通じて行われ、地域医療支援病院として患者紹介業務など医療連携

活動に積極的に取り組み、高い水準が確保されている。 

地域住民を対象とする各種講座・講演会、地域の医療従事者等を対象にした研修

会・講演会、高校生の進路選択セミナー等、多彩な活動が行われており、地域医療

の向上に貢献している。 

 

８．チーム医療による診療・ケアの実践 

受診に必要な情報は適切に案内され、病院玄関には総合受付と総合案内を設置し

て、来院者案内と誘導に取り組んでいる。初診、再診、会計等の窓口や手続き、紹

介患者の受け入れもスムーズに行われている。また、患者の病態・緊急性への配

慮、感染症の恐れがある場合の対応と連携手順も明確になっている。 

検査や治療などの患者への説明は適切に行われ、認定看護師や外来看護師による

療養に関する相談や指導の対応も適切に実施されている。外来化学療法について

も、看護師や薬剤師により安全に配慮した治療が行われている。診断的検査は医学
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的見地から必要性が判断され、侵襲度の高い検査については、必要性とリスクを説

明したうえで同意を得て実施している。各検査科目それぞれに安全確保のための対

策が講じられ、検査は確実・安全に実施されている。 

診療科ごとに医学的判断に基づいて入院の適応が検討され、必要に応じて他診療

科との協議が行われている。入院の決定は、患者・家族の希望等にも配慮しつつ、

十分な説明のうえで行われている。また、弾力的なベッドコントロールのもとに入

院病床は決定されている。患者の病態に応じた医学的評価に基づき、診療計画書が

速やかに作成されている。診療計画書は必要に応じて見直しが行われ、看護計画・

栄養に関する計画・リハビリテーション計画等も必要に応じて策定されている。 

地域医療福祉連携室内に医療福祉相談室と退院支援部門が設置され、患者・家族

からの多様な相談に対応している。相談には医療ソーシャルワーカー等、専門職が

対応し、相談内容に応じて院内関係スタッフや院外社会資源との調整や連携に取り

組み、患者・家族支援に対応している。入院決定後、入院案内窓口において入院手

続きが進められ、また、病棟では入院案内パンフレットを用いた入院生活オリエン

テーションが行われており、患者はスムーズに入院している。 

医師は毎日診察・回診を行い、患者の病態を把握するとともに、適宜患者・家族

との面談に取り組んでいる。定期的に開催される病棟カンファレンスや多職種カン

ファレンスにおいて、情報交換や治療方針の検討が行われており、治療方針の決定

に際してはチーム医療におけるリーダーシップが発揮されている。看護師は患者の

病態の把握とケア、身体的・心理的・社会的ニーズの把握に取り組んでいる。ま

た、日々の患者情報は多職種カンファレンスなどにより共有され、病棟業務の中心

的存在として他部署との連携や病棟管理業務に努めている。 

全患者に対し、薬歴管理が行われ、必要な患者に対しては服薬指導やリスクなど

の説明が行われている。また、病棟で看護師による注射薬の混合・調製が行われる

場合には、注意事項が添付されており、抗がん剤は、全て薬剤師による混合・調製

が行われている。配薬時の確認や服薬確認も適切に実施されている。輸血は適正使

用ガイドラインに則って実施されており、24時間対応できる体制が整備されてい

る。また、患者・家族に対する必要性やリスクの説明、患者と血液製剤のマッチン

グ、投与中の観察、副作用の確認と報告のいずれもが適切に行われている。輸血後

感染症検査についても高い水準で実施されている。 

手術と麻酔の適応は、外来診察、および医師と看護師とのカンファレンスなどで

検討され、説明と同意取得の手続きが行われている。術前・術後の患者訪問、合併

症の予防対策、患者搬送、術直後の退室基準等、いずれも適切な対応が行われてい

る。病棟のスタッフステーション近くに重症患者用の個室が確保され、入退室基準

を定め医師による重症度の評価に基づいて術後患者等が利用している。重症患者対

応室には患者の状況に応じた機器が配置され、多職種によるチーム医療の提供も行

われている。 

褥瘡対策マニュアルに対策フローチャートに則って、全患者に対し褥瘡発生リス

ク評価が行われ、リスクに応じて褥瘡対策診療計画書が作成されている。褥瘡予防

対策の実施状況は日々観察され、記録に残されている。また、必要に応じて皮膚科
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医の関与や皮膚排泄ケア認定看護師や NST等、多職種による介入も行われている。

入院時に全患者を対象に栄養スクリーニングが実施され、管理栄養士により、栄養

管理計画書が作成されている。摂食・嚥下機能に応じた栄養方法が検討され、必要

に応じて栄養食事指導が行われている。管理栄養士による個別患者の喫食状況の把

握にも努めており、食物アレルギーへの対応も適切に行われている。 

緩和ケアマニュアルや看護基準等に症状緩和に関する方針や手順が明文化され、

ケアの標準化が図られており、診療・ケアに取り組む中で患者の訴えを把握し、苦

痛や不快な症状の緩和に努めている。疼痛評価には NRSやフェイススケールが用い

られ、速やかで安全な疼痛緩和が実施されており、緩和ケアチームのコンサルテー

ション機能も適切に発揮されている。 

主治医による処方に基づいてリハビリテーション実施計画書が作成され、十分に

説明したうえで同意を得てリハビリテーションが開始されている。入院早期からの

リハビリテーションへの取り組みが積極的に行われ、病棟との連携も密に、継続性

にも配慮した急性期リハビリテーションが適切に実施されている。身体抑制マニュ

アルが整備され、適応基準は明確になっており、医師および看護師による評価と検

討結果に基づいて必要性の判断が行われている。やむを得ず抑制を行う場合は、患

者・家族に対して必要性やリスク等の説明をしたうえで同意を得て行われ、実施中

は定期的な観察と抑制回避・解除・軽減に向けての検討が行われている。 

入院早期に退院時の課題の把握に取り組み病棟看護師や退院支援看護師、MSW等

を中心に退院支援カンファレンスを開催し、退院支援計画書が作成され、患者・家

族の同意を得つつ計画的な支援に対応している。退院前には院外の関係職員の参加

も得て退院前カンファレンスが開催され、関係施設や機関との連携のもとに退院に

必要な支援が行われている。在宅療養支援の必要がある場合は早期から退院支援に

関連する職種が介入し支援に取り組んでいる。退院後の関連する施設・機関等の関

係職員の参加を得て退院前カンファレンスを開催し、個々の患者の状況に応じた支

援プログラムが作成され、円滑な移行が効果的に行われている。 

ターミナルステージの判定基準が作成され、院内各部門で共有されている。終末

期の患者のほとんどの事例に対し緩和ケアチームとの連携が密に行われ、病棟スタ

ッフとともにカンファレンスを行い、多職種連携による診療・ケアの計画が立案さ

れ、実施されている。苦痛や DNARへの対応も適切に行われている。 

 

＜副機能：緩和ケア病院＞ 

緩和ケア病棟は、全ての評価項目において適切な水準にあることが確認できた。

貴院の緩和ケア病棟は、2006年に岩手県内で初めて開設され、11年が経過した病

棟である。病棟は、病院の最上階に位置し、ゆったりとした環境が確保され、広い

屋上庭園も良好に整備されており、標準的な緩和ケア病棟としての機能が十分に発

揮されている。専従医師 1名、看護師 16名を中心に多職種間のコミュニケーショ

ンが良好で、種々のカンファレンスを通じて患者・家族の全人的苦痛に適切な対応

が実践されている。全国的な遺族調査や自施設評価プログラムに参加するなど、医
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療の質を保つための試みにも積極的に継続して取り組んでおり適切である。 

今後の課題としては、病床平均利用率が上昇することを想定し、病棟スタッフの

人員の配置体制がより充実したものになることが望まれる。さらに、複数の医師が

勤務する体制を構築し、医師教育カリキュラム等も整え、若い医師の研修の場とし

ての体制が実現されることを望みたい。多職種の活動に関して、地域のみならず岩

手県や東北地方の緩和ケアを牽引するような存在として充実されていくことが大い

に期待される。 

 

９．良質な医療を構成する機能 

薬剤部門においては、麻薬等の管理、薬剤の温・湿度管理、持参薬の鑑別および

管理などが適切に行われている。また、処方の疑義照会への対応や調剤鑑査の実施

状況も適切である。抗がん剤の調製・混合や中心静脈栄養輸液の調整も薬剤師によ

り適切な環境下で実施されている。さらに、採用薬品の削減に努め、薬剤情報の適

宜な提供、院内医薬品集の適宜な更新等に取り組んでおり、薬剤管理機能は適切に

発揮されている。 

臨床検査部門においては、常勤 17名の臨床検査技師が配属され、24時間体制で

検体検査、細菌検査、超音波検査等の生理検査への対応が行われている。外部精度

監査では 4か所のサーベイに参加し高い評価が得られている。また、検査結果の報

告は速やかに行われ、パニック値出現時の対応も適切である。検査終了後の検体管

理も適切に行われており、臨床検査機能は適切に発揮されている。 

画像診断科には常勤の画像診断医 1名と 15名の診療放射線技師が配置され、24

時間体制で各種画像診断対応が行われている。画像診断結果は、ほぼ即日に報告さ

れており、画像診断機能は適切に発揮されている。 

給食調理業務の一部は業務委託されているが、管理栄養士 7名を中心に調理担当

者 29名により、適時適温の食事の提供や患者の特性や嗜好が尊重された食事の提

供に努めるとともに、調理業務の基準・手順に従って衛生面に配慮した食事が提供

されている。使用食材、調理済み食品の保存管理も適切であり、食事の評価と課題

等の検討も行われており栄養管理機能は適切に発揮されている。 

リハビリテーション部門には、専従医師は未配置であるが、理学療法士 5名・作

業療法士 2名・言語聴覚士 1名が配置され、病院の状況に合わせたリハビリテーシ

ョンが安全に実施されている。リハビリテーション実施に際しては、患者情報の的

確な把握と共有に努め、効果の評価を交えつつ適切な取り組みが行われているが、

貴院の診療機能や役割を考慮すると療法士の配置等のさらなる機能の充実に期待し

たい。 

診療情報管理室には診療情報管理士 3名を含む 5名の職員と業務委託従事職員 2

名が電子カルテシステムと紙保存診療記録の管理事務に従事している。紙保存診療

記録は適切に管理され、診療情報のデータベース機能も的確に果たされている。ま

た、全診療記録の量的監査に取り組み、診療記録の完成度向上に努めており、診療

情報管理機能は適切に発揮されている。 
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輸液ポンプ等の医療機器は臨床工学科において、4名の臨床工学技士によりオン

コール対応も含め 24時間体制で中央管理されている。また、医療機器管理システ

ムが導入され、貸出管理や保守点検が適切に行われており、一部病棟定数配置機器

についても日々臨床工学技士により点検されている。機器類の標準化への検討も進

められており、医療機器管理機能は適切に発揮されている。 

洗浄・滅菌業務は業務委託され、資格保有者により業務が遂行されている。洗

浄・滅菌作業、既滅菌物保管、滅菌の質保証等の一連の業務は適切に行われ、病院

側の管理責任者と委託業務従事者とのコミュニケーションも円滑に図られており、

洗浄・滅菌機能は適切に発揮されている。 

病理診断部門は検査室内の一画にあり、非常勤の病理医と認定細胞検査士（臨床

検査技師）2名が交代制で術中迅速凍結切片病理検査に対応している。多くの病理

検査は外部機関に業務委託され、受領した病理診断報告書は電子カルテ内に取り込

まれており、病理解剖や CPCも行われている。 

放射線治療部門は非常勤の放射線治療医、常勤兼任の診療放射線技師と看護師の

構成であり、治療計画と計画線量の確認には放射線治療医による直接関与が行われ

ているが、緊急照射が必要な症例等については院外他機関等に紹介する対応体制で

ある。貴院の機能・規模および地域がん診療連携拠点病院であることを合わせ考え

ると、常勤の放射線治療専門医の確保等、診療体制の充実強化による診療の質の向

上が図られることを期待したい。 

輸血・血液部門は臨床検査課内にあり、輸血療法委員会院長が責任医師になって

おり、輸血用血液製剤は臨床検査技師の交代制により適切に管理されている。血液

の供給には 24時間体制で対応しており、払い出された血液の使用状況等は輸血検

査システムにより管理されている。購入血液製剤の年間廃棄率も低くあり、輸血・

血液製剤管理機能は適切に発揮されている。 

手術部門には、常勤麻酔科医 3名、非常勤麻酔科医（常勤換算 1.5名）と看護師

18名が配置され、部門責任者には麻酔科医が就任している。手術スケジュール管

理は麻酔科医と看護責任者によって行われ、手術室の清潔管理も適切に実施されて

いる。また、麻酔導入時にはタイムアウトが行われ、機器管理や薬剤管理も適切に

実施されており、手術・麻酔機能は適切に発揮されている。 

救急外来には、必要な人員が配置されており、責任者には救急医療運営委員会委

員長が就任している。病院の機能に応じた設備・機器が整備されており、多数の救

急患者を受け入れている。時間外は当直体制が採用されており、受け入れができな

かった事例の検討も行われている。虐待が疑われる事例に対する対応も行われてお

り、救急医療機能は適切に発揮されている。 

 

１０．組織・施設の管理 

予算管理・会計処理をはじめとする財務管理は、適切に行われ、岩手県監査委員

による監査に加え、医療局による事務指導も実施されている。予算の執行状況に合

わせ、業務実績や財務状況、経営指標等が資料として作成され、管理会議等におい
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て検討されている。医事業務の一部は業務委託されているが、業務の基準・手順に

関するマニュアルが整備されており、適切に実施されている。また、診療報酬請求

関連事務、施設基準や未収金の管理事務のいずれもが的確に処理されている。 

業務委託に関する基本的な方針は明確であり、県の規定に則って業者選定手続き

を行っている。業務ごとに担当者を明らかにし、円滑な業務の推進と質の確保に努

めている。委託業務従事者に対する教育・研修への関わり、事故発生時の対応手順

はいずれも適切である。 

施設・設備のほとんどは 2006年に整備されたものであり、ライフライン系施

設・設備、エレベーター等は中央管理されている。施設・設備の保守管理は業務委

託で実施され、日常の保守管理状況は業務日報で報告されており、年間の点検・整

備は計画的に実施されている。院内清掃は業務委託で実施されているが、おおむね

清潔に維持管理され、廃棄物も関係法令やマニュアルに則って適切に処理されてい

る。診療材料には SPD物品管理システムが導入され、他の物品は岩手県医療局一括

購入方式と個別に物品を購入する方式が採用され、実地を含む棚卸を適宜行うこと

により在庫管理が行われている。 

災害時の備えとして防災管理要綱が整備され、緊急時の責任体制や火災発生時の

対応が明確になっており防災訓練も実施されている。また、地域災害拠点病院とし

て指定され、停電時の対応や災害備蓄の確保等、大規模災害発生時への対応策も整

備されている。警備業務は業務委託され、保安体制は整備されている。施錠管理や

院内巡回、防犯・防災対応など保安業務の内容は明確になっており、日々の院内保

安状況は業務日誌により報告し確認されている。 

医療事故発生時の報告から原因究明、再発防止策の検討に至る手順は明確になっ

ており、訴訟が提起された場合の対応体制も整備されている。 

 

１１．臨床研修、学生実習 

基幹型の臨床研修病院に指定され、多くの研修医が在籍している。研修推進組織

として臨床研修センターが設置され、県内の複数の研修病院とも連携して研修に取

り組んでいる。研修医との面談が適宜行われ、研修プログラムに沿った研修が適切

に実施されており、研修医を中心に相互評価や自己評価も行われている。さらに、

多職種ラウンドへの参加が義務付けられるなど、充実した臨床研修が実施されてい

る。 

看護をはじめ薬剤・栄養・リハビリテーション等の分野において、多くの臨地実

習生を受け入れている。受け入れに際しては、依頼元との実習に関する必要事項等

について調整と確認が行われ、実習オリエンテーションを皮切りにプログラムに沿

った研修が実施されている。研修に向けての貴院の姿勢と医療分野における人材育

成への貢献は高く評価したい。 
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1 患者中心の医療の推進 

評価判定結果 
 

 

1.1 

 

患者の意思を尊重した医療 
 

1.1.1 患者の権利を明確にし、権利の擁護に努めている 

 

A 

1.1.2 患者が理解できるような説明を行い、同意を得ている 

 

A 

1.1.3 患者と診療情報を共有し、医療への患者参加を促進している 

 

A 

1.1.4 患者支援体制を整備し、患者との対話を促進している 

 

A 

1.1.5 患者の個人情報・プライバシーを適切に保護している 

 

A 

1.1.6 臨床における倫理的課題について病院の方針を決定している 

 

B 

 

1.2 

 

地域への情報発信と連携 
 

1.2.1 必要な情報を地域等へわかりやすく発信している 

 

A 

1.2.2 地域の医療機能・医療ニーズを把握し、他の医療関連施設等と適切に

連携している 

 

A 

1.2.3 地域に向けて医療に関する教育・啓発活動を行っている 

 

A 

 

1.3 

 

患者の安全確保に向けた取り組み 
 

1.3.1 安全確保に向けた体制が確立している 

 

A 

1.3.2 安全確保に向けた情報収集と検討を行っている 

 

A 

 

1.4 

 

医療関連感染制御に向けた取り組み 
 

1.4.1 医療関連感染制御に向けた体制が確立している 

 

B 

1.4.2 医療関連感染制御に向けた情報収集と検討を行っている 

 

A 

 

1.5 

 

継続的質改善のための取り組み 
 

1.5.1 患者・家族の意見を聞き、質改善に活用している 

 

A 

1.5.2 診療の質の向上に向けた活動に取り組んでいる 

 

A 
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1.5.3 医療サービスの質改善に継続的に取り組んでいる 

 

A 

1.5.4 倫理・安全面などに配慮しながら、新たな診療・治療方法や技術を導

入している 

 

A 

 

1.6 

 

療養環境の整備と利便性 
 

1.6.1 患者・面会者の利便性・快適性に配慮している 

 

A 

1.6.2 高齢者・障害者に配慮した施設・設備となっている 

 

A 

1.6.3 療養環境を整備している 

 

A 

1.6.4 受動喫煙を防止している 

 

A 
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2 良質な医療の実践１ 

評価判定結果 
 

 

2.1 

 

診療・ケアにおける質と安全の確保 
 

2.1.1 診療・ケアの管理・責任体制が明確である 

 

A 

2.1.2 診療記録を適切に記載している 

 

A 

2.1.3 患者・部位・検体などの誤認防止対策を実践している 

 

A 

2.1.4 情報伝達エラー防止対策を実践している 

 

A 

2.1.5 薬剤の安全な使用に向けた対策を実践している 

 

A 

2.1.6 転倒・転落防止対策を実践している 

 

A 

2.1.7 医療機器を安全に使用している 

 

A 

2.1.8 患者等の急変時に適切に対応している 

 

A 

2.1.9 医療関連感染を制御するための活動を実践している 

 

A 

2.1.10 抗菌薬を適正に使用している 

 

A 

2.1.11 患者・家族の倫理的課題等を把握し、誠実に対応している 

 

A 

2.1.12 多職種が協働して患者の診療・ケアを行っている 

 

A 

 

2.2 

 

チーム医療による診療・ケアの実践 
 

2.2.1 来院した患者が円滑に診察を受けることができる 

 

A 

2.2.2 外来診療を適切に行っている 

 

A 

2.2.3 診断的検査を確実・安全に実施している 

 

A 

2.2.4 入院の決定を適切に行っている 

 

A 

2.2.5 診断・評価を適切に行い、診療計画を作成している 

 

A 

2.2.6 患者・家族からの医療相談に適切に対応している 

 

A 

2.2.7 患者が円滑に入院できる 

 

A 
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2.2.8 医師は病棟業務を適切に行っている 

 

A 

2.2.9 看護師は病棟業務を適切に行っている 

 

A 

2.2.10 投薬・注射を確実・安全に実施している 

 

A 

2.2.11 輸血・血液製剤投与を確実・安全に実施している 

 

A 

2.2.12 周術期の対応を適切に行っている 

 

A 

2.2.13 重症患者の管理を適切に行っている 

 

A 

2.2.14 褥瘡の予防・治療を適切に行っている 

 

A 

2.2.15 栄養管理と食事指導を適切に行っている 

 

A 

2.2.16 症状などの緩和を適切に行っている 

 

A 

2.2.17 急性期のリハビリテーションを確実・安全に実施している 

 

A 

2.2.18 安全確保のための身体抑制を適切に行っている 

 

A 

2.2.19 患者・家族への退院支援を適切に行っている 

 

A 

2.2.20 必要な患者に継続した診療・ケアを実施している 

 

A 

2.2.21 ターミナルステージへの対応を適切に行っている 

 

A 
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3 良質な医療の実践２ 

評価判定結果 
 

 

3.1 

 

良質な医療を構成する機能１ 
 

3.1.1 薬剤管理機能を適切に発揮している 

 

A 

3.1.2 臨床検査機能を適切に発揮している 

 

A 

3.1.3 画像診断機能を適切に発揮している 

 

A 

3.1.4 栄養管理機能を適切に発揮している 

 

A 

3.1.5 リハビリテーション機能を適切に発揮している 

 

A 

3.1.6 診療情報管理機能を適切に発揮している 

 

A 

3.1.7 医療機器管理機能を適切に発揮している 

 

A 

3.1.8 洗浄・滅菌機能を適切に発揮している 

 

A 

 

3.2 

 

良質な医療を構成する機能２ 
 

3.2.1 病理診断機能を適切に発揮している 

 

A 

3.2.2 放射線治療機能を適切に発揮している 

 

B 

3.2.3 輸血・血液管理機能を適切に発揮している 

 

A 

3.2.4 手術・麻酔機能を適切に発揮している 

 

A 

3.2.5 集中治療機能を適切に発揮している 

 

NA 

3.2.6 救急医療機能を適切に発揮している 

 

A 
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4 理念達成に向けた組織運営 

評価判定結果 
 

 

4.1 

 

病院組織の運営と管理者・幹部のリーダーシップ 
 

4.1.1 理念・基本方針を明確にしている 

 

A 

4.1.2 病院管理者・幹部は病院運営にリーダーシップを発揮している 

 

A 

4.1.3 効果的・計画的な組織運営を行っている 

 

A 

4.1.4 情報管理に関する方針を明確にし、有効に活用している 

 

A 

4.1.5 文書を一元的に管理する仕組みがある 

 

A 

 

4.2 

 

人事・労務管理 
 

4.2.1 役割・機能に見合った人材を確保している 

 

B 

4.2.2 人事・労務管理を適切に行っている 

 

B 

4.2.3 職員の安全衛生管理を適切に行っている 

 

A 

4.2.4 職員にとって魅力ある職場となるよう努めている 

 

A 

 

4.3 

 

教育・研修 
 

4.3.1 職員への教育・研修を適切に行っている 

 

B 

4.3.2 職員の能力評価・能力開発を適切に行っている 

 

A 

4.3.3 医師・歯科医師の臨床研修を適切に行っている 

 

A 

4.3.4 学生実習等を適切に行っている 

 

A 

 

4.4 

 

経営管理 
 

4.4.1 財務・経営管理を適切に行っている 

 

A 

4.4.2 医事業務を適切に行っている 

 

A 

4.4.3 効果的な業務委託を行っている 

 

A 
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4.5 

 

施設・設備管理 
 

4.5.1 施設・設備を適切に管理している 

 

A 

4.5.2 物品管理を適切に行っている 

 

A 

 

4.6 

 

病院の危機管理 
 

4.6.1 災害時の対応を適切に行っている 

 

A 

4.6.2 保安業務を適切に行っている 

 

A 

4.6.3 医療事故等に適切に対応している 

 

A 
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機能種別：緩和ケア病院（副） 
2 良質な医療の実践１ 

評価判定結果 
 

 

2.2 

 

チーム医療による診療・ケアの実践 
 

2.2.1 来院した患者が円滑に診察を受けることができる 

 

A 

2.2.2 外来診療を適切に行っている 

 

A 

2.2.3 地域の保健・医療・介護・福祉施設等から患者を円滑に受け入れてい

る 

 

A 

2.2.4 緩和ケアに必要な診断的検査を確実・安全に実施している 

 

A 

2.2.5 入院の決定を適切に行っている 

 

A 

2.2.6 診断・評価を適切に行い、診療計画を作成している 

 

A 

2.2.7 診療計画と連携したケア計画を作成している 

 

A 

2.2.8 患者・家族からの医療相談に適切に対応している 

 

A 

2.2.9 患者が円滑に入院できる 

 

A 

2.2.10 医師は病棟業務を適切に行っている 

 

A 

2.2.11 看護師は病棟業務を適切に行っている 

 

A 

2.2.12 患者主体の診療・ケアを心身両面から適切に行っている 

 

A 

2.2.13 投薬・注射を確実・安全に実施している 

 

A 

2.2.14 輸血・血液製剤投与を確実・安全に実施している 

 

A 

2.2.15 褥瘡の予防・治療を適切に行っている 

 

A 

2.2.16 栄養管理・食事指導と提供を適切に行っている 

 

A 

2.2.17 症状緩和を適切に行っている 

 

A 

2.2.18 リハビリテーションを適切に行っている 

 

A 

2.2.19 自律支援および QOL向上に向けて取り組んでいる 

 

A 
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2.2.20 身体抑制を回避するための努力を行っている 

 

A 

2.2.21 患者・家族への退院支援を適切に行っている 

 

A 

2.2.22 必要な患者に継続した診療・ケアを実施している 

 

A 

2.2.23 臨死期への対応を適切に行っている 

 

A 
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年 月 日 ～ 年 月 日

年 月 日

I 病院の基本的概要

I-1 病院施設

I-1-5 病床数

I-1-6 特殊病床･診療設備

I-1-7 病院の役割･機能等  ：

I-1-8 臨床研修
 I-1-8-1臨床研修病院の区分

■ ■ ■ □
□ □ □ □ □
■

 I-1-8-2研修医の状況
● 人
○

I-1-9 コンピュータシステムの利用状況
● ○ ● ○
● ○ ● ○

2) なし
オーダリングシステム 1) あり 2) なし PACS 1) あり 2) なし

2) いない

電子カルテ 1) あり 2) なし 院内LAN 1) あり

人 2年目：　　　　　9 人 歯科：　　　　　0

非該当

研修医有無 1) いる 医科 1年目： 4

歯科 1) 単独型 2) 管理型 3) 協力型 4) 連携型 5) 研修協力施設

地域医療支援病院,災害拠点病院(地域),がん診療連携拠点病院(地域),DPC対象病院(Ⅲ群),地域周産期
母子医療センター

医科 1) 基幹型 2) 協力型 3) 協力施設 4) 非該当

精神療養病床
認知症治療病床

精神科救急入院病床
精神科急性期治療病床

緩和ケア病床 24 +0

精神科隔離室

特殊疾患入院医療管理料病床
特殊疾患病床

回復期リハビリテーション病床
地域包括ケア病床

人工透析 9 +0

小児入院医療管理料病床 18 +0

放射線病室
無菌病室

新生児集中治療管理室（NICU)
周産期集中治療管理室（MFICU)

ハイケアユニット(HCU)
脳卒中ケアユニット(SCU)

集中治療管理室（ICU)
冠状動脈疾患集中治療管理室(CCU)

稼働病床数 3年前からの増減数

救急専用病床

総数 315 315 +0
感染症病床
結核病床 10 10 +0 4.4 25.7
精神病床

 介護保険適用
 医療保険適用

療養病床
一般病床 305 305 +0 81.1 10.4

許可病床数 稼働病床数 増減数(3年前から) 病床利用率(%) 平均在院日数(日)

I-1-2 機能種別  ：一般病院2、緩和ケア病院(副機能)

I-1-3 開設者  ： 都道府県

I-1-4 所在地　： 岩手県一関市狐禅寺字大平17

31

時点データ取得日： 2017 8 1

I-1-1 病院名  ： 岩手県立磐井病院

年間データ取得期間： 2016 4 1 2017 3

1
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I-2 診療科目･医師数および患者数

I-2-1 診療科別 医師数および患者数･平均在院日数

I-2-2 年度推移

1日あたり新入院患者数 21.60 21.49 21.89 100.51 98.17
1日あたり入院患者数 247.64 248.21 252.39 99.77 98.34
新患率 11.59 12.48 13.28
1日あたり外来初診患者数 56.91 62.13 66.48 91.60 93.46

2015

1日あたり外来患者数 491.13 498.00 500.63 98.62 99.47
年度(西暦) 2016 2015 2014 2016

実績値 対 前年比%
昨年度 2年前 3年前 昨年度 2年前

247.64 100.00 11.59 11.43 6.15 3.10全体 68 11.8 491.13 100.00
研修医 13

0.00 54.30 0.00 0.48 0.00画像診断科 1 0.3 0.62 0.13 0.00
5.28 2.13 3.56 10.68 5.78 5.28

0.00 14.06 0.00 0.00 0.00

新生児科 1 0 5.78 1.18
総合診療科 0 0 0.26 0.05 0.00

15.46 6.24 10.73 39.32 4.56 15.46
0.62 13.21 6.75 11.26 0.70

緩和医療科 1 0 4.56 0.93
歯科口腔外科 2 0.2 24.77 5.04 1.55

10.89 4.40 67.34 9.62 3.65 5.45
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

救急科 2 0 7.30 1.49
病理診断科 0 0.4 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 7.49 0.00 0.17 0.00
0.11 1.91 17.00 11.99 0.40

麻酔科 3 1.5 0.77 0.16
放射線科 0 0.7 8.39 1.71 0.28

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11.93 8.93 9.56 7.54 6.03

リハビリテーション科 0 0 0.00 0.00
産婦人科 4 0.9 36.96 7.53 29.55

0.00 0.00 12.16 0.00 13.70 0.00
0.31 12.84 2.01 7.10 0.59

耳鼻咽喉科 0 0.8 10.96 2.23
眼科 1 0.3 9.23 1.88 0.77

3.76 1.52 11.33 14.60 6.61 1.34
10.07 11.04 19.48 11.18 5.80

形成外科 2 0.8 18.52 3.77
整形外科 4 0.3 48.07 9.79 24.95

10.85 4.38 13.18 16.86 3.70 3.50
2.92 7.38 8.85 6.14 2.19

脳神経外科 3 0.1 11.46 2.33
泌尿器科 2 1.3 20.25 4.12 7.22

37.82 15.27 3.64 14.33 6.42 3.71
0.00 3.19 0.00 8.40 0.00

外科 10 0.2 65.45 13.33
心療内科 0 0.2 1.68 0.34 0.00

13.23 5.34 29.34 5.50 9.07 2.59
0.40 8.60 19.41 19.36 0.58

小児科 4 1.1 46.26 9.42
皮膚科 1 0.7 32.92 6.70 0.98

0.00 0.00 3.37 0.00 0.00 0.00
6.69 9.78 15.07 8.05 6.90

血液内科 0 0 0.86 0.17
神経内科 2 0.4 19.31 3.93 16.56

38.87 15.69 7.78 9.50 10.87 5.11
6.72 12.90 11.32 3.15 3.33

消化器内科（胃腸内科） 6 1.6 82.62 16.82
循環器内科 5 0 15.76 3.21 16.64

12.99 5.25 10.82 11.17 18.37 12.99

入院診
療科構
成比(%)

新患割
合(%)

平均在
院日数
(日)

医師1人
1日あた
り外来
患者数
(人)

医師1人
1日あた
り入院
患者数
(人)

呼吸器内科 1 0 18.37 3.74

診療科名
医師数
(常勤)

医師数
(非常
勤)

1日あた
り外来
患者数
(人)

外来診
療科構
成比(%)

1日あた
り入院
患者数
(人)
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